
審議事項（１）－１ 

1 

ディスカッション・ポイント 
無形資産に関する検討 

 

 

1.無形資産プロジェクトにおける検討状況 

 平成 21 年 12 月に公表した無形資産論点整理に寄せられたコメントを踏まえ、個別に

検討を要するとされた論点について、平成 22 年 3 月から 8月にかけて、順次、方向性

の検討を行うとともに、文案レベルでの検討を行ってきている。 

 公開草案の公表に向けて、本日より審議を再開し、必要な論点について検討を行って

いくこととしたい。 

 

 

2.ディスカッション・ポイント 

追加検討（確認）事項について（審議事項（1）-2） 

以下の事項について、審議事項(1)-2 で示すような対応でよいかご審議いただきたい。ま

た、他に検討すべき事項はないかご審議いただきたい。 

 

(1) 開示項目 

(2) ライセンスの取扱い 

(3) 研究及び開発の例示 

(4) 個別に買い入れた仕掛研究開発の償却開始時点の明確化 

(5) 未だ使用可能でない無形資産の減損会計の取扱い（減損テストの頻度） 

 

 

以 上 

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。




